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 中小企業を取り巻く環境は、物価やエネルギー価格の高騰、常態化する人手不足に加

え、脱炭素社会への対応やデジタル・ＡＩ技術の急速な進展など、産業構造そのものが大

きな転換期を迎えています。 

このような先行きが不透明な時代において、地域経済の持続的発展を実現するために

は、ＤＸによる生産性の向上や、リスキリング支援を通じた人的資源の再配置を図るとと

もに、従来の事業モデルにとらわれない発想のもと、先端テクノロジーを有するスタート

アップ等との連携を強化し、地域における『イノベーション・エコシステム』の構築な

ど、新たな価値創出に向けた取り組みが強く求められています。 

こうした状況下、当財団は新たな創業・イノベーションの共創拠点である『ＡＲＫａｄ

ｅ（アーケード）』の運営に参画し、行政、産業支援機関、地域金融機関との緊密な連携

のもと、『イノベーション・エコシステム』の構築に取り組んでまいります。 

また、厳しい経営環境においても質の高いサービスを継続するため、収益力の強化と収

支状況の改善に努めつつ、第７次中期計画の基本方針に基づき、尼崎市の政策的パートナ

ーとして地域のニーズに的確に応える『総合的な支援機関』を目指してまいります。 

 

【基本方針１】 地域産業の持続的発展に資する中小企業支援に取り組みます  

１－１ 「ＥＣＯ未来都市・尼崎」共同宣言団体（通称「ＡＧ６」）間の連携 

     尼崎商工会議所、尼崎経営者協会、協同組合尼崎工業会、尼崎信用金庫及び 

尼崎市と情報交換を行いながら、脱炭素経営にチャレンジする市内企業の魅力

発信と地域産業の活性化等の各種課題に連携して取り組んでいきます。 

   (1) あまづくりパビリオン事業 

      地域一体型オープンファクトリーイベントを市内企業と共に開催すること

で、企業の魅力発信と地域産業の活性化を図ります。 

 

１－２ 情報の収集・提供事業 

     地域や産業の振興に資する情報の積極的な調査・発掘に努めるとともに、

様々なネットワークを活用して情報を収集し広く発信します。 

(1) 尼崎市産業団体連携事業 

   市内の行政及び産業団体で構成する連絡協議会を開催し、各団体による支

援事業の情報共有や実施事業の調整・決定などを行います。 

 

(2) 情報発信事業（優良企業発掘発信事業） 

      特徴のある製品・商品・サービス等を保有する企業・商店及び匠の技術、地

域や市内の活性化のために活動をしている人、観光資源等の情報を発掘し継続

的なネットワークを構築するとともに事業者等に役立つ情報、魅力ある飲食

店・人材など市内企業等の情報をホームページ、ＳＮＳ（「アナバナランチ」や

「あまのこのひと」「air_class」）等を活用し情報を発信します。また、中小企

業センターアイル１階ロビーの産業製品展示コーナー「ギャラリーアイル」に

て情報を発信します。 

 

１－３ 中小企業支援事業 

     中小企業の活性化及び経営の安定化を図るため、関係機関と連携しながら融

資・特許・情報化・海外取引・販路拡大などに関する相談を充実するとともに、大



  

 

学等との連携による技術力の向上や経営革新、市内で新たに創業する事業者や第

二創業・事業承継（Ｍ＆Ａ）を目的とした事業承継を支援します。 

(1)  ＢｉＺ－ＭｉＫＳ事業（補助） 

      起業・経営・販路（マッチング支援等）・事業承継・人材育成等ビジネスに関

する様々な問題を整理・解決するため、経済環境の変化による様々な経営課題

の解決と新たな事業を創造し、市内事業者、及び小売市場・商店街及び小売商

店等の経営改善を専門家や専門機関と連携しながら支援します。 

 

(2)  創業者支援事業 

  新たな創業・イノベーションの共創拠点である「ＡＲＫａｄｅ（アーケード）」

の運営に参画し、行政、産業支援機関、地域金融機関との緊密な連携のもと、

持続可能な「イノベーション・エコシステム」の構築に取り組みます。また、

創業後間もない事業者を対象としたスモールオフィスの運営や交流機会の創

出を強化するほか、次世代を担う高校生へのアントレプレナーシップ教育支援

を継続して実施します。これらハード・ソフト両面からのアプローチにより、

地域における創業機運の醸成を図り、地域産業のさらなる活性化を推進してい

きます。 

 

(3)  尼崎市産学公連携推進ネットワークへの参画 

 市内中小企業の技術力や製品開発力の向上を支援するため、産・学・官の情

報共有ネットワークを活用し、課題の抽出、解決策の検討・提案等を行い、市内

企業と大学との連携による地域・産業の活性化へ取り組んでいる「尼崎市産学

公連携推進ネットワーク」へ参画します。 

 

(4)  あまがさき産業フェアの開催 

 産業支援機関や尼崎市、尼崎信用金庫、経済団体推薦企業と共同で、企業が

保有する技術・製品を広域的に紹介し企業間のビジネスマッチングを促進する

ため、「あまがさき産業フェア２０２６」を開催します。なお、実行委員会では、

機構が事務局としての役割を担います。 

 

(5)  地域商社アイル事業の展開 

地域商社として、人材確保、販路開拓、新たな商品開発等をはじめ市内事業

所の課題解決を図るきっかけづくりを担うべく、ウェブサイト等様々なチャネ

ルとの連携のもと、市内企業の競争力強化、ひいては持続可能な地域経済の仕

組みづくりを行います。 

   

(6)  尼崎倶楽部の運営 

 尼崎産業界の活性化や人的交流を図るため、市内の中小企業等の会員組織で

ある「尼崎倶楽部」を、機構が事務局を受託し運営します。 

 

１－４ オープンイノベーションコア尼崎事業 

     「ものづくり総合支援拠点」として尼崎市や金融機関、産業団体による「オー

ル尼崎」での運営体制で兵庫県立大学と連携協定を締結し、スタートアップ企業

と市内企業との共創によるイノベーション創出をはじめとした支援の実施につ

いて、機構が事務局として運営します。 



  

 

 

１－５ 新規ビジネスモデル構築支援事業（補助） 

     中堅企業・中小企業者等の企業経営者が新たなビジネスモデルの構築及び事業

成長の促進並びに持続的発展につなげることを目的としたイノベーション創出

に資する事業を支援します。 

   (1) ビジネススタイル変革事業 

      産業のまち尼崎において、地域の産業・雇用を守るため、企業の本質的な課

題解決へと導くいわゆる「本業支援」の切り口から、地域の産業支援機関等と

の連携のもと、今後も地域にとって必要な企業の持続的発展につながる支援を

行います。 

 

１－６ 尼崎市業務受託事業（尼崎市産業振興事務委託） 

     尼崎市が行う産業振興施策を効果的、効率的に推進するため、相談・指導や補

助金交付申請などの受付業務を行います。 

No 事  業  名 事  業  内  容 

1 
労働環境実態調査事業 

 

今後の労働環境の改善をはじめ、市内産業の振興及び

雇用の促進等を図るための施策を構築するため、市内

企業における労働条件等に関するアンケート調査を

実施する。 

2 中小企業減災支援事業 

中小企業の自然災害からの被害を最小限に防ぐ取組

の啓発及び減災・防災意識の向上を促進することを目

的にセミナー等を開催する。 

3 

産業功労者等表彰事業

及びものづくり達人顕

彰事業 

勤労意欲の高揚を図るとともに産業振興に寄与する

ため、本市産業の発展に貢献し、その功績が顕著な者

や市内事業所等に永年従事する優良な従業員を表彰

する。また、ものづくり技術の継承と向上を図るため、

ものづくりにおける「達人」を顕彰する。 

4 商業活性化対策事業 

市場・商店街等が行う、商業活性化等に向けた取組に

ついて支援することにより、商業集積地の魅力の向

上、ひいては、賑わいの再生を図る。また、市場・商

店街等が行う防火・防犯対策や、老朽化したアーケー

ドの撤去などに対し支援を行うことで、安全・安心面

の向上と将来的な土地の利活用を促す。 

⑴ 「尼崎市商業活性化対策支援事業」において、商

業団体や商店経営者等に対して、相談指導等を行

う。 

⑵ 市場・商店街等の賑わいの創出や魅力づくりを促

進するために、空店舗を活用して、新たに店舗を

開業する場合に、賃借料や改装経費等に要する経

費の一部を補助する。 

⑶ 市場・商店街等が新たに取り組むソフト事業又は

既存事業に新規要素を追加したソフト事業に要す

る経費の一部を助成する。 

⑷ 市場・商店街等が行う、共同施設の設置や改修等



  

 

に要する経費の一部を助成する。 

⑸ 「尼崎市市場・商店街等安全・安心事業」におい

て、商業団体や商店経営者に対して、相談指導等

を行う。 

⑹ 安全・安心な商業空間の確保や将来的な利活用を

促すため、市場・商店街等が共同施設を撤去する

費用の一部を補助する。 

5 事業所景況調査事業 
市内事業所の景況感等を公表するとともに、効果的な

施策を実施するための基礎調査を行う。 

6 
地域経済活性化 

調査事業 

企業が抱える課題や本市産業に関する実態を把握す

るために現地調査等を行う。 

7 ＳＤＧｓ企業登録事業 

SDGs達成に寄与する取組を宣言する企業を「あまがさ

きSDGsパートナー」として登録、被登録者のうちSDGs

取組への意欲が高く取組実績を認める企業に対する

「あまがさきSDGsリーディングパートナー」の付与及

びPRを行うとともに、被登録者が行うSDGs取組を支援

する。 

8 
中小企業資金融資制度

関係事業 

中小企業の資金融通の円滑化を図るため、相談指導を

行うとともに、セーフティネット保証等、法に規定す

る保証制度に係る認定受付を行い、経営基盤の安定化

に資する。 

9 外国人材雇用促進事業 

雇用外国人材の日本語能力向上等に資する取組に対

し、その費用の一部補助を行うとともに、関係者によ

るコンソーシアムを開催し、外国人材に係る問題やニ

ーズ等意見の収集及び情報の発信を行う。また、外国

人材を積極的に活用し、地域の活力向上に寄与する事

業所をモデル事業所として認証することで、当該事業

所を顕彰し、地域における共生社会の実現を図る。 

10 

産業・雇用就労オンラ

インシステム関係事

業 

市内企業情報や雇用就労情報を集約し、ビジネスマッ

チングや雇用就労支援等に活用できるポータルサイ

トの管理・運営を行う。 

11 脱炭素経営支援事業 

脱炭素経営に取り組む市内企業等を「あまがさき脱炭

素経営事業所」として認定・公表するとともに、認定

事業所に対して、省エネ診断の受診や省エネ設備の導

入等に必要な経費の一部補助など、金融機関や産業団

体等と連携し、伴走支援を行う。 

 

１－７ 日本中小企業学会事務 

     外部の学術機関との連携を図り、中小企業研究及びその情報収集に努めるとと

もに日本中小企業学会事務の一部を受託します。 

 

【基本方針２】 持続可能な組織体制の構築に取り組みます            

２－１ 尼崎市中小企業センターの管理運営 

     安全・安心・快適な施設とするために、施設、設備の経年劣化や美観の維持に

対応し、計画的な更新を進めます。また、利用を促進するため利用形態の見直し



  

 

等を行い、新規客の獲得に努めます。なお、テナント賃料等は公共料金をはじめ

諸物価の上昇、長期間賃料等の改定を行っていない状況から鑑み、近隣類似施設

との賃料の均衡等を考慮しながら、テナント賃料等の改定を検討します。 

(1)  設備・備品の更新等 

ア 館内雨水配管・ドレン配管改修 

イ ３階・５階各室他ＬＥＤ照明更新 

ウ ６階南系統ビルマルチエアコン圧縮機・室外機基板取替え、 

室内機ドレンパン洗浄 

エ １階東南角ごみ置き場補修 

オ １階ホール扉修繕 

カ １階東北角擁壁等補修 

キ  地下セキュリティボックス設置 

ク 車路出入り口止水板購入 

 

２－２ 尼崎市中小企業勤労者福祉共済事業（ハートプル） 

     提供する福利厚生サービスを改善・充実させ、会員の満足度の向上に努めると

ともに、広くサービスをＰＲすることで、会員数の維持、拡充に繋げます。 

(1)  福利事業 

      健康増進やレクリエーション活動等を通じて、従業員の福利厚生の充実を応

援します。 

ア ブッフェ・バイキング・いちご狩り利用補助 

イ 人間ドック・事業所健診補助 

ウ インフルエンザ予防接種費用補助 

エ 宿泊施設利用補助 

オ 旅行補助 

カ 映画・観劇・温泉施設利用補助 

キ プロ野球観戦・大相撲観戦・スポーツ施設利用補助 

ク 遊園地やレジャー施設利用補助 

ケ 文化・地域交流補助（ユニトピアささやま芋掘り・黒大豆枝豆狩り等） 

コ ボウリング大会開催 

サ ハートプルクラブ運営（会員様限定でプレゼントキャンペーンを実施） 

シ 「スポーツ指導員の派遣」「危険物取扱者の資格取得」補助 

 

(2)  給付事業 

  結婚祝金、出産祝金、死亡弔慰金、永年勤続慰労金、傷病見舞金、災害見舞

金を給付します。 

また、取扱い・申請書類提出締切日について機関紙にて周知し、一人でも多

くの会員様が受給できるように努めます。 

 

(3)  機関紙の発行 

  機関紙「ハートプル」を毎月発行します。 

 

(4)  会員の拡大、加入促進 

共済事業の安定的な運営を図るため、会館利用事業者に向けて幅広くＰＲす

るなど、会員の維持、拡充に努めます。 



  

 

 

   (5) 提携先の新規開拓 

      加入者様にご利用いただきご満足いただくための提携先の新規開拓に努め

ます。 

 

２－３ ＣＳＲ（社会貢献）活動 

尼崎２１世紀の森への間伐活動や、尼崎市中小企業センター周辺及び庄下川の

清掃活動等地域に密着した社会貢献活動に積極的に協力していきます。 

 

２－４ 人材育成・人材開発の推進 

     職員の能力やスキルの向上等を目的に次のことについて取り組みます。 

(1)  チャレンジワーク事業 

 課室横断的なチームを編成し課題解決に向けた方向性や職員自らの課題解決

への取り組み姿勢や資質向上を図ります。 

 

(2)  各種研修事業 

 組織のコンプライアンス・リスクマネジメントの強化、ハラスメント防止等職

員の資質向上、能力開発等を図るため、各種研修を開催します。 

 

(3)  資格取得制度の活用促進 

      職員の能力やスキルの向上のために職務関連性の高い資格取得の支援の促 

進を図ります。 

 

(4)  目標管理型の人事評価制度の導入 

 改革・改善に積極的にチャレンジし成長することを推進するため導入を検討

します。 

 

     ２－５ 収益力の強化 

         これまで蓄積したノウハウ等を活かし、中小企業センターの利活用について検

討し中長期的な視点で収益力の強化に努めてまいります。 

 

     ２－６ プレゼンス（存在価値）の向上 

         中小企業等経営強化法第３１条第１項に基づく認定支援機関の登録を行い、よ

り専門性の高い支援を行います。さらに、行政及び関係機関とのネットワークを

より一層強化し切れ目のない支援体制の構築を目指します。 

          また、人と情報の交流拠点としての役割を担うため機構が有するリソースを最

大限活用し、利用したくなる施設へ向けたサービスの向上に取り組みます。 

 

【基本方針３】 自治体シンクタンク機能の強化に取り組みます           

 都市問題や産業問題の解決に向けた調査研究を充実し、産業の振興施策などに結びつけ

る実践的な調査研究を行います。 

３－１ 地域データ及び関連情報の収集・分析事業 

尼崎に関連する基礎的なデータを関連機関との連携等により収集し、独自の分

析を加えつつ、広く情報発信を行います。また、収集・分析した情報を継続的に

蓄積し、さまざまな機会に活用できるよう努めます。 



  

 

(1)  尼崎市人口分析事業（受託） 

尼崎市の政策立案の基礎資料とするため、人口に係る統計データを収集し

てデータベースを作成するとともに、人口動向の分析を行います。 

 

(2)  尼崎の産業振興に関する基礎研究 

       尼崎の産業振興に関連する研究会、事業への参画を通じて、他機関との連

携を深め、情報収集に努めるとともに、新たな調査研究の企画実施等を目指

します。 

ア 「尼崎経済ガイドブック」・「尼崎経済データブック」作成への協力 

イ 統計勉強会の開催 

ウ 事業所立地に関する基礎調査 

エ その他都市問題に関する研究会の運営 

オ 市内児童生徒数等の推計（受託） 

 

   (3) 研究成果等報告事業 

機構の調査研究などの成果を中心に、ホームページやブックレット等で広く

発信します。 

 

(4) 経済変動簡易調査 

      急激な経済環境の変化など、市内の事業所に多大な影響を及ぼす事態が発生

した場合、その影響を把握するために緊急的な簡易調査を実施し、広く情報の

発信を行います。 

 

３－２ 中長期的な視点に立脚した都市問題の解決に資する調査研究の推進 

     尼崎市の政策的パートナーとして政策立案の基盤形成への貢献をするため、科

学研究費補助金取扱規定に定める研究機関指定に向けた体制の整備を推進しま

す。また、ＥＢＰＭの推進体制の構築に向けた各種統計データの体系化を推進し、

研究の成果の公表を行っていきます。 

 

３－３ 多機関連携の推進と知のネットワークの構築 

     自治体シンクタンクとして求められる役割を担い組織としてのプレゼンスを

発揮するため、日本計画行政学会をはじめとした知のネットワークとの連携を強

化していきます。 

 

以 上 


